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　デルタグループでは、「デルタグループ人権方針」に従って、社会に与える人権への負の影響を防止

または軽減するために、人権デューディリジェンスの仕組みを構築しています。

デルタグループにおける事業活動において、発生しうる人権課題に対し適切な取り組みを実施します。

実施のプロセス

出所：経産省（2023）「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」を基にデルタ工業作成
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